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○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
労
働

安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
百
十
三

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は
有
害

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は
有
害

な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四
十

（
略
）

一
～
四
十

（
略
）

四
十
一

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
あ
つ
て
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が

（
新
設
）

困
難
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
墜
落
制
止
用
器
具
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十

八
号
の
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
う
ち
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
の
も
の
を
用
い
て
行
う
作
業
に
係
る
業
務
（
前

号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

（
特
別
教
育
の
細
目
）

（
特
別
教
育
の
細
目
）

第
三
十
九
条

前
二
条
及
び
第
五
百
九
十
二
条
の
七
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三

第
三
十
九
条

前
二
条
及
び
第
五
百
九
十
二
条
の
七
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三

十
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
六

十
六
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
六

号
ま
で
及
び
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
特
別
教

号
ま
で
、
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
特
別
教
育
の
実
施

育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
粉
砕
機
等
へ
の
転
落
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
粉
砕
機
等
へ
の
転
落
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
百
三
十
条
の
五

事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
粉
砕
機
又
は
食
品
加
工
用
混
合
機
の

第
百
三
十
条
の
五

事
業
者
は
、
食
品
加
工
用
粉
砕
機
又
は
食
品
加
工
用
混
合
機
の

開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
柵
等
を
設
け
な
け
れ

き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
柵
等
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困

難
な
場
合
に
お
い
て
、
墜
落
に
よ
る
危
険
の
お
そ
れ
に
応
じ
た
性
能
を
有
す
る
墜

難
な
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
安
全
帯
を

落
制
止
用
器
具
（
以
下
「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

せ
る
等
転
落
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器

３

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
そ
の
他
の
命
綱
（

具
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下
「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
」
と
い
う
。
）
の
使

以
下
「
安
全
帯
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用

用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
危
険
の
防
止
）

（
転
落
等
の
危
険
の
防
止
）

第
百
四
十
二
条

事
業
者
は
、
粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の

第
百
四
十
二
条

事
業
者
は
、
粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の

機
械
を
除
く
。
）
の
開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず

機
械
を
除
く
。
）
の
開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

柵
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と

柵
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と

が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用

が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危

さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器

３

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ

具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
）

（
安
全
帯
等
の
使
用
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
二

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
が
接
地
面
に
対
し

第
百
九
十
四
条
の
二
十
二

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
が
接
地
面
に
対
し

垂
直
に
の
み
上
昇
し
、
又
は
下
降
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業

垂
直
に
の
み
上
昇
し
、
又
は
下
降
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
上
の
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制

を
行
う
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
上
の
労
働
者
に
安
全
帯
等
を
使
用

止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
労
働
者
は
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
労
働
者
は
、
安
全
帯
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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（
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
百
四
十
七
条

事
業
者
は
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の

第
二
百
四
十
七
条

事
業
者
は
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
六
十
条

事
業
者
は
、
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ

第
三
百
六
十
条

事
業
者
は
、
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
七
十
五
条

事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

第
三
百
七
十
五
条

事
業
者
は
、
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
八
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の

第
三
百
八
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
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（
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
八
十
三
条
の
五

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事

第
三
百
八
十
三
条
の
五

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事

項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
百
四
条

事
業
者
は
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

第
四
百
四
条

事
業
者
は
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
四

（
略
）

四

（
略
）

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
五

事
業
者
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に

第
五
百
十
七
条
の
五

事
業
者
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に

、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
九

事
業
者
は
、
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

第
五
百
十
七
条
の
九

事
業
者
は
、
鋼
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
十
三

事
業
者
は
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
次

第
五
百
十
七
条
の
十
三

事
業
者
は
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
次

の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
十
八

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業

第
五
百
十
七
条
の
十
八

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業

主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
七
条
の
二
十
三

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に

第
五
百
十
七
条
の
二
十
三

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に

、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り

し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

除
く
こ
と
。



- 7 -

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と

三

安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

。
（
作
業
床
の
設
置
等
）

（
作
業
床
の
設
置
等
）

第
五
百
十
八
条

（
略
）

第
五
百
十
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、

防
網
を
張
り
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に

防
網
を
張
り
、
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
十
九
条

（
略
）

第
五
百
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な

と
き
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
囲
い
等
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
防
網
を
張
り

と
き
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
囲
い
等
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
防
網
を
張
り

、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者

、
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
二
十
条

労
働
者
は
、
第
五
百
十
八
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
場
合
に

第
五
百
二
十
条

労
働
者
は
、
第
五
百
十
八
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
場
合
に

お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ

お
い
て
、
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
取
付
設
備
等
）

（
安
全
帯
等
の
取
付
設
備
等
）

第
五
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
う

第
五
百
二
十
一
条

事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
な

場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き

う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
安
全
帯
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
安
全
帯
等
を

は
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設

安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は

２

事
業
者
は
、
労
働
者
に
安
全
帯
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
安
全
帯
等
及
び
そ

、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
そ
の
取
付
け
設
備
等
の
異
常
の
有
無
に
つ

の
取
付
け
設
備
等
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
、
随
時
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
て
、
随
時
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
ホ
ツ
パ
ー
等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
の
制
限
）

（
ホ
ツ
パ
ー
等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
の
制
限
）

第
五
百
三
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
ホ
ツ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の
他
土

第
五
百
三
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
ホ
ツ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の
他
土
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砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
で

砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
で

作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器

作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等

具
を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ

当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

（
煮
沸
槽
等
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

（
煮
沸
槽
等
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

そ
う

そ
う

第
五
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
労
働
者
に
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
転
落
す
る
こ

第
五
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
労
働
者
に
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
転
落
す
る
こ

と
に
よ
り
火
傷
、
窒
息
等
の
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
煮
沸
槽
、
ホ
ツ
パ
ー

と
に
よ
り
火
傷
、
窒
息
等
の
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
煮
沸
槽
、
ホ
ツ
パ
ー

そ
う

そ
う

、
ピ
ツ
ト
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
箇
所
に
高

、
ピ
ツ
ト
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
箇
所
に
高

さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丈
夫
な
さ
く
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丈
夫
な
さ
く
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
に

い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
）

（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
）

第
五
百
三
十
九
条
の
二

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
身
体
保

第
五
百
三
十
九
条
の
二

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
身
体
保

持
器
具
を
取
り
付
け
た
ロ
ー
プ
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と

持
器
具
を
取
り
付
け
た
ロ
ー
プ
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と

い
う
。
）
以
外
の
ロ
ー
プ
で
あ
つ
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
取
り
付
け

い
う
。
）
以
外
の
ロ
ー
プ
で
あ
つ
て
、
安
全
帯
を
取
り
付
け
る
た
め
の
も
の
（
以

る
た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
設

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
作
業
指
揮
者
）

（
作
業
指
揮
者
）

第
五
百
三
十
九
条
の
六

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

第
五
百
三
十
九
条
の
六

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業

業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業

の
指
揮
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
指
揮
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す

二

作
業
中
、
安
全
帯
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
）

（
安
全
帯
の
使
用
）
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第
五
百
三
十
九
条
の
七

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

第
五
百
三
十
九
条
の
七

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作

業
を
行
う
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

業
を
行
う
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

前
項
の
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
取
り
付
け
な
け
れ

２

前
項
の
安
全
帯
は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
開
始
前
点
検
）

（
作
業
開
始
前
点
検
）

第
五
百
三
十
九
条
の
九

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日

第
五
百
三
十
九
条
の
九

事
業
者
は
、
ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日

の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及

の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
、
安
全
帯
及
び
保
護
帽
の
状
態
に

び
保
護
帽
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修

つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え

し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
架
設
通
路
）

（
架
設
通
路)

第
五
百
五
十
二
条

（
略
）

第
五
百
五
十
二
条

（
略
）

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取

り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け

一

安
全
帯
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に

、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ

安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を

れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用

４

労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
床
）

（
作
業
床
）

第
五
百
六
十
三
条

（
略
）

第
五
百
六
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設
け
る

３

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設
け
る
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こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落
防
止
設
備

こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落
防
止
設
備

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け

一

安
全
帯
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に

、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ

安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を

れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

労
働
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用

６

労
働
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
五
百
六
十
四
条

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト

第
五
百
六
十
四
条

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト

ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次

ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

足
場
材
の
緊
結
、
取
り
外
し
、
受
渡
し
等
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
墜
落
に
よ

四

足
場
材
の
緊
結
、
取
り
外
し
、
受
渡
し
等
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
墜
落
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設

ロ

安
全
帯
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者

け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
を

に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
と
同

講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を

等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

労
働
者
は
、
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
要
求
性
能

２

労
働
者
は
、
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
安
全
帯
の

墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

使
用
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
六
十
六
条

事
業
者
は
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を

第
五
百
六
十
六
条

事
業
者
は
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
解
体
の
作
業
の
と
き
は
、
第
一
号
の
規

行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
解
体
の
作
業
の
と
き
は
、
第
一
号
の
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定
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し

二

器
具
、
工
具
、
安
全
帯
及
び
保
護
帽
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除

、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

く
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

四

安
全
帯
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
五
百
七
十
五
条
の
六

（
略
）

第
五
百
七
十
五
条
の
六

（
略
）

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け
る
こ

２

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を

と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を

取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け

一

安
全
帯
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に

、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ

安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
措
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を

れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用

４

労
働
者
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
ボ
イ
ラ
ー
据
付
け
作
業
の
指
揮
者
）

（
ボ
イ
ラ
ー
据
付
け
作
業
の
指
揮
者
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

第
十
六
条

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
の
据
付
け
の
作
業
を
行
う
と
き
は

る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
の
据
付
け
の
作
業
を
行
う
と
き
は

、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
た
め
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
た
め
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち

か
ら
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

か
ら
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

三

安
全
帯
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
安
全
帯
を
い
う
。
）
そ
の
他

省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項

の
命
綱
及
び
保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
命
綱
及
び
保

護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
就
業
制
限
）

（
就
業
制
限
）

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
特
級
ボ
イ

第
二
十
三
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
特
級
ボ
イ

ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受

ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受

け
た
者
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ

け
た
者
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ

か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
衛
則
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ

か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

の
限
り
で
な
い
。

令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

２

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
安
衛
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項

二

労
働
者
に
安
全
帯
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
安
全
帯
を
い
う
。

に
規
定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下

）
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下
「
安
全
帯
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を

３

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は

命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

２

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

二

労
働
者
に
安
全
帯
等
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を

３

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
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命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
）

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
）

第
七
十
五
条
の
二

（
略
）

第
七
十
五
条
の
二

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
十
八
条

（
略
）

第
百
十
八
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
五
十
三
条

（
略
）

第
百
五
十
三
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
組
立
て
等
の
作
業
）

（
組
立
て
等
の
作
業
）

第
百
九
十
一
条

（
略
）

第
百
九
十
一
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な

２

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
の
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

作
業
中
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。
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（
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
の
教
育
）

（
特
別
の
教
育
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
第
十
七
条
第

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条

一
項
に
お
い
て
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に

及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
特
別
の
教

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
特
別
の
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項
は

育
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
）

（
安
全
帯
等
）

第
十
七
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
作
業
床
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当

第
十
七
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
作
業
床
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
業
を
行
う
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
安
衛
則
第
百
三
十
条
の

該
作
業
を
行
う
労
働
者
に
安
全
帯
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
安
全
帯

五
第
一
項
に
規
定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
命
綱

を
い
う
。
）
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
帯
等
」
と
い
う
。

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
」
と
い
う
。
）
を
使

）
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

つ
り
下
げ
の
た
め
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
一
本
で
あ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

２

つ
り
下
げ
の
た
め
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
一
本
で
あ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

前
項
の
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
は
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
も
の
に
取
り
付

前
項
の
安
全
帯
等
は
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
も
の
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と

用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
）

（
安
全
帯
等
）

第
六
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
で
、
労

第
六
条

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
で
、
労

働
者
が
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
て
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
労
働
者

働
者
が
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
て
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
労
働
者

に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

に
安
全
帯
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
八
号
の
安
全
帯
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規

命
綱
（
以
下
「
安
全
帯
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
命
綱
（
以
下
「
要
求

性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
安
全

２

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
等
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め

に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
帯
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と

用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
等
の
点
検
）

（
保
護
具
等
の
点
検
）

第
七
条

事
業
者
は
、
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用

第
七
条

事
業
者
は
、
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用

さ
せ
、
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用

さ
せ
、
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
帯
等
を
使
用
さ
せ
て
酸
素
欠
乏
危

さ
せ
て
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
の
作

険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に

業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
空
気
呼
吸
器
等
又
は
当
該
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器

、
当
該
空
気
呼
吸
器
等
又
は
当
該
安
全
帯
等
及
び
前
条
第
二
項
の
設
備
等
を
点
検

具
等
及
び
前
条
第
二
項
の
設
備
等
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に

し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら

補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
つ
い
て
は
、
安
衛
則
第
五
百
八
十
五
条
第
一

３

第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四

項
第
四
号
の
規
定
（
酸
素
濃
度
及
び
硫
化
水
素
濃
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
五
百
八
十
五

、
適
用
し
な
い
。

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
（
酸
素
濃
度
及
び
硫
化
水
素
濃
度
に
係
る
部
分
に
限
る
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。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
た
安
全
帯
（
要
求
性
能
墜
落

制
止
用
器
具
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
要
求
性
能
墜

落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
安
全
帯

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
平
成
三
十
四
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
、
要
求
性
能
墜
落

制
止
用
器
具
と
み
な
す
。

一

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
二
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
二
、
第
二
百
四
十
七
条
、
第
三
百
六
十
条
、
第

三
百
七
十
五
条
、
第
三
百
八
十
三
条
の
三
、
第
三
百
八
十
三
条
の
五
、
第
四
百
四
条
、
第
五
百
十
七
条
の
五
、
第
五
百
十

七
条
の
九
、
第
五
百
十
七
条
の
十
三
、
第
五
百
十
七
条
の
十
八
、
第
五
百
十
七
条
の
二
十
三
、
第
五
百
十
八
条
第
二
項
、
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第
五
百
十
九
条
第
二
項
、
第
五
百
二
十
条
、
第
五
百
二
十
一
条
、
第
五
百
三
十
二
条
の
二
、
第
五
百
三
十
三
条
、
第
五
百

三
十
九
条
の
二
、
第
五
百
三
十
九
条
の
六
、
第
五
百
三
十
九
条
の
七
、
第
五
百
三
十
九
条
の
九
、
第
五
百
五
十
二
条
第
二

項
及
び
第
四
項
、
第
五
百
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
五
百
六
十
四
条
、
第
五
百
六
十
六
条
並
び
に
第
五
百
七
十

五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
四
項

二

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
第
十
六
条

三

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、

第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
並
び
に

第
百
九
十
一
条
第
二
項

四

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
第
十
七
条

五

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
第
六
条
及
び
第
七
条


